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1
今回の提言案はよくよく読めば理解できるが、パっと見てわかりやすいもの

にしてほしい。
全般 全般

指示語について具体的に記載し、可能な限り簡潔でわかりやすい内容となるよう

努めた。

2 （事務局修正） 5 5 R7.12.25医療保険部会報告書「議論の整理」の記載に合わせた

3
一人当たり医療費の伸びの推移について、割合を使ったり、金額を使ったり

統一されていない。パーセントで統一すべき。
15~20 15~20

4
「医療技術の進歩等を要因にこの傾向は・・・」の部分は（一人当たり医療

費の推移の記載の）前に記載した方がよい。
15 21

R7.3.13全国高齢者医療主管課（部）長及び国民健康保険主管課（部）長並びに後

期高齢者医療広域連合事務局長会議の厚生労働省保険局調査課資料５ページを参

考に記載した。

5

医療費が伸びるのは致し方ないが、「医療技術の進歩」を悪者にしている。

進歩をここで使うのはどうなのか。進歩することが悪いことではなく、費用

が伸びることが原因ではないか。

15 21 同上

6 高度化とか高額療養費、超高額という言い方が一般的になってきている。 15 21

7 （事務局修正） 22 ― R8年度診療報酬改定の改定率を踏まえ追記した

8
「…能力に応じて支え合い、必要な『給付』が…」となっているが、「給付

と負担」ではないか。
31~32 31

9

「必要な給付」に関し、おそらく国資料からの引用だと思われるが、ここで

意図していることは世代間のバランスであり現役世代向けの給付も充実させ

ていく趣旨。しかし、提言案に記載すると突然でてきた印象となるためわか

りづらい。文言を整理いただいた方がよい。

30~31 30

10 （事務局修正） 45、54 45、54 「前回改定時」がいつの年度を表しているか明確でないため修正した。

11 「…こうした制度改正…」の指示語がわかりづらい 63 63 制度改正の具体的内容を記載した。

12
現役世代の負担軽減と高齢者の負担増が議論されている中で、高齢者にとっ

ても経済状況が厳しいという記載は良い点である。
修正なし 68

13

医療費を減らす方策として「保健事業を適切に実施することが重要である」

から一歩踏み込み、「重要であることを（懇話会として）提案する」という

記載はどうか。

78 78

14

「この提言を踏まえ」と「こうしたことを踏まえ」は内容が重複しているの

で、整理すべき。（１）~（４）を記載した後に、「この提言を踏まえ、改定

や制度運営等々を…」という記載はどうか。事務局で確認し整理いただきた

い。

11~12、

142

79、108、

142
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15 （１）と（２）の順番を入れ替えた方がよい。 83、91 83、91

16
財政リスクは安定化基金、会計内のリスクは剰余金という意見が前回懇話会

であったことを踏まえると（１）と（２）の入れ替えは妥当
83、91 83、91

17 （事務局修正） 84 92
R7医療給付見込から剰余金の取崩額が2億円増額したことにより基金残高を修正し

た。（112億円→110億円）

18
財政安定化基金を一定額残すという部分がわかりづらい。26億円使っても51

億円残るということがわかる記載をすべき
93~95 84

19
「県と広域連合は」の「広域連合は」の記載は必要か。懇話会が広域連合に

対し提言をしているので、記載しなくてよいのではないか。
88 97

この他にも、文脈から「広域連合」の記載が省略できる部分（修正前81行目（修

正後11行目）、138行目）を削除した。

20 （事務局修正） 94、95 85

国の試算依頼通知等による医療給付見込み額の変更に伴い国の基準に基づく算定

を行ったところ金額に変更があったことから修正した。

（保有すべき基金残高：52億円→57億円、R8・9活用額：26億円→23億円）

21 「制度改正」を何を指しているのか明確にした方がよい。 98 98 「制度改正」の具体的内容を記載した。

22
健康寿命を延伸する方策を健康診査・歯科健診の他にも何か１つ盛り込むべ

きではないか。
104 104

23
（４）の文章が長い。「これは」「こうした」という文章化するのではな

く、簡潔にすべき。
103～109 103~112

24
高額療養費の外来特例は国で検討中であり、方向性は流動的だが提言内容は

これでよいのか。

116~119、

139
129~131

R7.12.25医療保険部会及び高額療養費の在り方に関する専門委員会において、

R8.8から開始予定の見直し案が示されたため、修正。併せて、この見直しについ

て、広域連合として丁寧な周知を行うよう要望を追加。

25 「…こうした検討事項…」の指示語がわかりづらい 134 134 「検討事項」の具体的内容を記載した。

26 「…こうした懇話会…」の指示語がわかりづらい 138 138 「こうした」の具体的内容を記載した

2


